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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成26年12月4日(2014.12.4)

【公開番号】特開2014-161019(P2014-161019A)
【公開日】平成26年9月4日(2014.9.4)
【年通号数】公開・登録公報2014-047
【出願番号】特願2014-44039(P2014-44039)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｗ  12/06     (2009.01)
   Ｈ０４Ｗ   8/26     (2009.01)
   Ｈ０４Ｍ  11/00     (2006.01)
   Ｈ０４Ｌ  12/70     (2013.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｗ  12/06    　　　　
   Ｈ０４Ｗ   8/26    １１０　
   Ｈ０４Ｍ  11/00    ３０２　
   Ｈ０４Ｌ  12/70    　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成26年10月22日(2014.10.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータ読取可能記憶媒体であって、プロセッサによって実行されるときに、
　訪問先ネットワークオペレータ（ＶＮＯ）へ、一時的プライベート識別子を含むネット
ワークアタッチ要求メッセージを送信し、
　有効期間の間に有効な仮接続識別（ＰＣＩＤ）である前記一時的プライベート識別子を
使って、前記ＶＮＯと認証を行い、
　機械対機械機器（Ｍ２ＭＥ）が前記ＶＮＯで認証されるときに、インターネットプロト
コル（ＩＰ）アドレスを受信し、
　前記受信されたＩＰアドレスを使用して、前記ＶＮＯを経由して登録オペレータ（ＲＯ
）へのＩＰリンクを確立し、
　前記ＲＯから管理可能識別（ＭＩＤ）を受信し、
　前記Ｍ２ＭＥに関する前記ＭＩＤをプロヴィジョニングし、および、前記ＲＯへ成功メ
ッセージを報告し、並びに、
　前記有効期間が満了するときに、もう１つのＭ２ＭＥが前記ＰＣＩＤを使用することが
できるように、前記ＰＣＩＤを削除する
　ことを含む動作を前記プロセッサに生じさせる実行可能な命令を含んでいるコンピュー
タ読取り可能記憶媒体。
【請求項２】
　前記動作は、
　前記Ｍ２ＭＥの完全性を検証し、および
　前記Ｍ２ＭＥの前記完全性の前記検証に基づいて、前記ＶＮＯを経由して、検証成功メ
ッセージまたは検証失敗メッセージをプラットフォーム検証局（ＰＶＡ）へ送る
ことをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のコンピュータ読取り可能記憶媒体。
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【請求項３】
　前記Ｍ２ＭＥの前記完全性の前記検証は、少なくとも部分的に、前記Ｍ２ＭＥ内の高信
頼環境（ＴＲＥ）によって実行される検証手順に基づいて、決定されることを特徴とする
請求項２に記載のコンピュータ読取り可能記憶媒体。
【請求項４】
　前記検証手順は、前記Ｍ２ＭＥ内において自律的に実行されることを特徴とする請求項
３に記載のコンピュータ読取り可能記憶媒体。
【請求項５】
　前記検証手順は、前記Ｍ２ＭＥによって半自律的に実行されることを特徴とする請求項
３に記載のコンピュータ読取り可能記憶媒体。
【請求項６】
　前記ＭＩＤは、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションズシステム（ＵＭＴＳ）
加入者識別モジュール（ＵＳＩＭ）機能、認証情報（credentials）、または、前記Ｍ２
ＭＥに選択ホームオペレータ（ＳＨＯ）と認証することを可能とする設定情報の少なくと
も１つを含むことを特徴とする請求項１に記載のコンピュータ読取り可能記憶媒体。
【請求項７】
　前記ＲＯは、初期接続機能（ＩＣＦ）、発見および登録機能（ＤＰＦ）、並びに、ダウ
ンロードおよびプロヴィジョニング機能（ＤＰＦ）を含むことを特徴とする請求項１に記
載のコンピュータ読取り可能記憶媒体。
【請求項８】
　前記初期接続機能（ＩＣＦ）、前記発見および登録機能（ＤＰＦ）、並びに、前記ダウ
ンロードおよびプロヴィジョニング機能（ＤＰＦ）は、ネットワークにおいて別個のエン
ティティであることを特徴とする請求項７に記載のコンピュータ読取り可能記憶媒体。
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